
■1令和綴鴨難農数届謬輌う抽出1検査における主な指1摘事項について

近畿農政局による抽出検査が実施され、主な内容として以下のような指摘がありました。令和4年度以降
の活動の際はご注意いただきますようお願いします。
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活動記録と金銭出納簿

(日 当整理帳)の不整合
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金銭出納簿や証拠書類の

不備

1警警‐書事■‐||||||.
●参力目人数と従事時間が

整合 していません
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● 「草刈り刃Jの分類
は、『購入 。リース』で

はなく『その他支出』と

してください
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●通帳出金前の支出につ

いては、必ず 「立替払い

返金領収書」を整備 し、

立替者に返金 した日付で

金銭出納簿を整理 してく

ださい
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詳細・対応‐‐         ■ |  ■| ■

活動記録に記載の参加人数と日当整理帳の記載内容

は必ず整合させてください。

同じ日の同じ作業であうても:従事者によ―うて出役 ‐

した時間が異なる場合は、活動記録の行を分けて時 |

FH5ご とに整理してくださぃ。
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「草刈り刃 (チ ップソー等)を購入した場合の金銭

出納簿での分類は、『5.購入・リース』ではなく、

『7.そ の他支出』として整理してください。

見積書1請求書t‐領収書にはt必ず当該年度内|の■ ‐

付が記入されていなければなりません。  ■■■‐

昨年3月 に発行した、 「まるごとだより第48号Jにて

説明した内容を参考に、通帳出金前の支払いがあつ

た場合は、必ず 「立替払い返金領収書」を作成 。添

付してください。

財産1管1理台帳

総会

支払いの際にポイントカ■ド等を提示するとtポイ
ントが個人に付与され、個人の利益とならてしまい
ますのでt絶対に上めてください6  ●| ‐| |
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●領収書の宛名漏れおよ 領収書や レシー トには必ず宛名を記入 してくださ

び不備が散見されます  い。その際、活動組織名を省略 したり「○○自治

会」や 「○○子ども会」などとならないよう正式な

活動組織名を記入 してください。

|:書森藝1,場繁ギ3事1奎:書喜量1籠蛭全ケら峯曇案薫傘『彎市[鷲響轟
1議
が見受111ぅ■事す●■||ヽます。

●委任状を整理 してくだ 自治会等における総会 と同様、不参加者には委任状

さい          をもらって整理 してください。

|●総1会での議決事項はt■ 総会に欠席された方がいればt議決事項に関する資
1本摩者を含め全構成1員に1料を渡して十分に説1明 をする等周1知‐徹底して―ぐださ
周知徹底してください ||い:|  ■
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●万一に備えて、保険力日全国において共同活動の際に事故が発生していま

入を検討 してください  す。是非保険への加入をお願いします。 (なお、活

動にかかる保険料の支出については、本交付金の対

象となります。)

その他


